
省

令

別
表
第
一
知
覧
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

知
覧
人
権
擁
護

委
員
協
議
会

南
九
州
市

鹿
児
島
地
方
法

務
局
知
覧
支
局

の
戸
籍
及
び
公

証
に
関
す
る
管

轄
区
域

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
、
第
二
条
中
登
記
事

務
委
任
規
則
第
三
十
三
条
の
改
正
規
定
及
び
第
三
条
の
規

定
は
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

平成˜ 年˜˜月™—日 火曜日 第›�˜š号官 報

〇
農
林
水
産
省
令
第
八
十
六
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
植
物
防
疫
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
十
九
年
十
一
月
二
十
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
中
「
郵
便
局
よ
り
」
を
「
郵
便
事
業
株
式
会

社
の
事
業
所
か
ら
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
郵
便
局
」
を
「
郵
便
事
業
株

式
会
社
の
事
業
所
」
に
改
め
る
。

別
表
二
の
一
の
項
地
域
の
欄
中
「
キ
ュ
ー
バ
」
の
下
に

「
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
及
び
プ
エ
ル
ト
リ
コ
」を
加
え
る
。

第
十
号
様
式
中
「`

`
`
`
郵
便
局
御
中

」
を
「郵

便

事
業
株
式
会
社
御
中

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
三
十
八
号

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三

年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基

準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
様
式
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
外

国
適
合
性
評
価
機
関
の
区
別
及
び
そ
の
他
の
文
字
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
十
五
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
五
号
（
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
の
欧
州
共
同
体
及
び
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
表
示
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
の
区
別
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
日

総
務
大
臣

増
田

寛
也

〇
法
務
省
令
第
六
十
五
号

法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第

十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項
、
不
動
産
登
記
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
（
他
の
法

令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
商
業
登

記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）第
二
条（
他

の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
人
権
擁
護
委
員
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九

号
）第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
支
局
及
び
出
張
所
設
置
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
日

法
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

泉

信
也

法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
支
局
及
び
出
張
所
設

置
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
支
局
及
び
出
張
所

設
置
規
則
（
平
成
十
三
年
法
務
省
令
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
鹿
児
島
地
方
法
務
局
の
部
知
覧
支
局
の
款
同
支

局
の
項
中
「
川
辺
郡

知
覧
町
」
を
「
南
九
州
市
」
に
改
め
、
同

項
管
轄
区
域
欄
中
「
川
辺
郡
」
を
「
南
九
州
市
（
頴
娃

出
張
所
の
管
轄
に
属
す
る
地
域
を
除
く
）」に
改
め
、
同

款
頴
娃
出
張
所
の
項
中
「
揖
宿
郡

頴
娃
町
」
を
「
南
九
州
市
」

に
改
め
、
同
項
管
轄
区
域
欄
中
「
揖
宿
郡
」
を
「
南
九頴

州
市
の
内

娃
町
上
別
府

頴
娃
町
郡

頴
娃
町
御
領

頴
娃
町
別

府

頴
娃
町
牧
之
内
」
に
改
め
る
。

第
二
条

登
記
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
法
務
府

令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
第
三
項
を
削
り
、第
四
項
を
第
三
項
と
し
、

第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

鹿
児
島
地
方
法
務
局
頴
娃
出
張
所
の
管
轄
に
属
す

る
商
業
登
記
の
事
務
（
商
業
登
記
法
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
交
付
の
請
求
に
係
る
事
務
を
除
く
。）

は
、
鹿
児
島
地
方
法
務
局
知
覧
支
局
で
取
り
扱
わ
せ

る
。

第
三
条

人
権
擁
護
委
員
協
議
会
、
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
組
織
規
程
（
昭
和

二
十
四
年
法
務
府
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

令
第
三
号

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
の
欧
州
共
同
体
及
び
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十

二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
登
録

申
請
手
数
料
の
額
等
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二
十
四
年
政

令
第
四
百
八
号
）
第
一
条
第
六
項
、
第
五
条
第
三
項
及
び

第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
工
業
標
準
化
法
に
基

づ
く
登
録
申
請
手
数
料
の
額
の
計
算
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣

Å
添

要
一

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

岸
田

文
雄

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
登
録
申
請
手
数
料
の
額

の
計
算
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

第
一
条

工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
登
録
申
請
手
数
料
の

額
の
計
算
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年
厚

生

通
商
産

運

輸

省
業
省省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
八
号
中
「
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価

の
欧
州
共
同
体
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
相
互

承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
」
を
「
特
定
機
器
に
係
る

適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実

施
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
八
号
中
「
相
互
承
認
実
施
法
第
二
条
第
八

項
第
三
号
又
は
第
六
号
の
」
を
「
特
定
機
器
に
係
る
適

合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
五

十
五
号
。
以
下「
相
互
承
認
実
施
法
施
行
令
」と
い
う
。）

第
二
条
第
三
号
又
は
第
六
号
に
係
る
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
相
互
承
認
実
施
法
第
二
条
第
八

項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
の
」を「
相

互
承
認
実
施
法
施
行
令
第
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第

四
号
及
び
第
七
号
に
係
る
」
に
、「
同
項
第
三
号
又
は
第

六
号
の
」
を
「
同
条
第
三
号
又
は
第
六
号
に
係
る
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
相
互
承
認
実
施
法
第
二
条
第

八
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
七
号
の
」
を

「
相
互
承
認
実
施
法
施
行
令
第
二
条
第
一
号
、第
二
号
、

第
四
号
又
は
第
七
号
に
係
る
」
に
、「
同
項
第
三
号
又
は

第
六
号
の
」
を
「
同
条
第
三
号
又
は
第
六
号
に
係
る
」

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
八
号
中
「
相
互
承
認
実
施
法
第
二
条
第

八
項
第
三
号
又
は
第
六
号
の
」
を
「
相
互
承
認
実
施
法

施
行
令
第
二
条
第
三
号
又
は
第
六
号
に
係
る
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
中
「
相
互
承
認
実
施
法
第
二
条
第
八
項
第

三
号
又
は
第
六
号
の
」
を
「
相
互
承
認
実
施
法
施
行
令

第
二
条
第
三
号
又
は
第
六
号
に
係
る
」
に
、「
同
項
第
五

号
の
」
を
「
同
条
第
五
号
に
係
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条

工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
登
録
申
請
手
数
料
の

額
の
計
算
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
及
び
第
七
号
」
を
「
、
第
七
号

及
び
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
七

号
」
を
「
、
第
七
号
又
は
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
及
び
同
条
第
五
号
」
を
「
並
び
に
同

条
第
五
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
中
第
一
条
の
規
定
は
特
定
機
器
に
係
る
適
合

性
評
価
の
欧
州
共
同
体
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の

相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
日
）
か
ら
、

第
二
条
の
規
定
は
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
相
互
承
認

に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の

効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

™


		2007-11-19T15:09:47+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




